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筆者

本
稿
執
筆
時
（
２
０
１
３
年
７
月
）
、
参
院
選
が
行

わ
れ
て
い
ま
す
。
参
院
選
後
の
新
政
権
に
よ
り
秋
に

は
臨
時
会
が
招
集
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。
こ
の
秋
の
臨

時
会
で
「
秘
密
保
全
法
」
の
成
立
を
目
指
す
旨
を
、

菅
義
偉
官
房
長
官
（
自
公
、
安
倍
内
閣
）
が
６
月
に
述

べ
て
い
ま
す
。

秘
密
保
全
法
と
は
、
「
国
の
安
全
」
、
「
外
交
」
、
「
公

共
の
安
全
及
び
秩
序
の
維
持
」
に
属
す
る
「
特
別
秘

密
」
を
取
り
扱
う
人
に
「
適
性
評
価
制
度
」
を
適

凶
２
０
１
３
年
臨
時
国
会
、
「
秘
密
保
全
法
」

制
定
へ

蟻
溌
繍
雌
購
改
雷
表
裏
燕
の

町
田
伸
一

関
す
る
有
識
者
会
議
」
（
以
下
「
有
識
者
会
議
」
。
）
が

公
表
し
た
、
「
秘
密
保
全
の
た
め
の
法
制
の
在
り
方

に
つ
い
て
（
報
告
書
）
」
（
以
下
「
有
識
者
会
議
報
告
書
」
。
）

を
基
に
し
た
法
制
で
あ
り
、
２
０
１
１
年
如
月
（
民

主
・
国
民
新
、
野
田
内
閣
）
に
、
「
次
期
通
常
国
会
へ
の

提
出
」
方
針
が
示
さ
れ
ま
し
た
が
、
２
０
１
２
年
廻

月
、
民
主
か
ら
自
公
へ
の
政
権
交
替
に
よ
り
、
こ
の

動
き
は
一
旦
途
絶
え
ま
し
た
。

２
０
１
３
年
参
院
選
の
結
果
、
民
主
党
が
政
権
を

取
る
こ
と
は
ま
ず
あ
り
得
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
れ
に

も
拘
わ
ら
ず
、
一
見
、
民
主
党
内
閣
下
で
進
め
ら
れ

た
法
案
が
、
民
主
党
以
外
の
政
権
に
よ
っ
て
も
推
進

さ
れ
る
理
由
は
何
か
。
そ
れ
は
、
秘
密
保
全
法
が
、

日
本
の
政
権
交
替
に
関
わ
ら
な
い
米
国
か
ら
の
長
年

に
わ
た
る
要
求
だ
か
ら
で
す
。

鶏鴇騒

「
有
識
者
会
議
報
告
書
」
に
よ
れ
ば
、
秘
密
保
全

法
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
、
①
「
特
別
秘
密
」
、
②

「
適
性
評
価
制
度
」
、
③
重
罰
化
を
挙
げ
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

国
秘
密
爆
全
法
案
の
キ
ー
ワ
ー
ド
そ
の
１

～
「
特
別
秘
密
」

患睡

用
し
て
、
「
特

別
秘
密
」
を
漏

ら
す
な
ど
し
た

人
を
重
く
罰
す

る
法
律
で
す
。

２
０
１
１
年
８

月
（
民
主
・
国

民
新
、
菅
内
閣
）

に
、
「
秘
密
保

全
の
た
め
の
法

制
の
在
り
方
に

秘
密
保
全
法
案
は
、
国
家
秘
密
の
中
か
ら
、
①
「
国

の
安
全
」
、
②
「
外
交
」
、
③
「
公
共
の
安
全
及
び
秩

序
の
維
持
」
の
３
分
野
を
特
別
秘
密
の
対
象
事
項
と

し
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
１
９
８
５
年
（
自
民
、
中
曽
根
内
閣
）
、

法
定
刑
に
死
刑
を
含
む
「
国
家
秘
密
に
係
る
ス
パ
イ

行
為
等
の
防
止
に
関
す
る
法
律
案
」
が
国
会
に
上
程

さ
れ
ま
し
た
が
、
こ
の
法
律
案
は
、
秘
密
の
対
象
事

項
を
①
防
衛
と
②
外
交
の
２
分
野
と
し
て
い
ま
し
た
。

今
般
の
秘
密
保
全
法
は
、
こ
れ
に
「
公
共
の
安
全
及

び
秩
序
の
維
持
」
と
い
う
治
安
警
察
事
項
を
加
え
た

も
の
で
す
。

ま
た
、
米
国
に
お
け
る
「
９
．
，
」
後
の

２
０
０
１
年
皿
月
（
自
公
政
権
、
小
泉
内
閣
）
、
自
衛

隊
法
改
正
に
よ
る
「
防
衛
秘
密
」
（
「
軍
事
機
密
」
の

自
衛
隊
法
上
の
呼
称
）
法
制
が
整
備
さ
れ
ま
し
た
。
さ

ら
に
、
２
０
０
７
年
に
は
日
米
の
共
同
発
表
文
「
同

盟
の
変
革
」
を
受
け
て
、
８
月
（
自
公
政
権
、
安
倍
内

閣
）
、
米
国
と
の
間
で
、
「
秘
密
軍
事
情
報
の
保
護
の

た
め
の
秘
密
保
持
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
ア
メ
リ

カ
合
衆
国
政
府
と
の
間
の
協
定
」
（
い
わ
ゆ
る
Ｇ
Ｓ
Ｏ

Ｍ
Ｉ
Ａ
協
定
）
が
締
結
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
Ｇ
Ｓ

Ｏ
Ｍ
Ｉ
Ａ
協
定
の
背
景
に
あ
る
の
は
、
日
米
の
軍
事

協
力
の
進
展
で
す
。
米
軍
に
と
っ
て
自
衛
隊
と
軍
事

共
同
作
戦
を
取
る
た
め
に
は
軍
事
情
報
の
提
供
が
不

可
欠
で
あ
り
、
米
軍
の
機
密
が
日
本
で
漏
洩
さ
れ
る

こ
と
を
防
ぐ
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
た
の
で
す
。
そ
し

て
、
海
上
保
安
官
に
よ
る
尖
閣
諸
島
沖
漁
船
衝
突
ビ

デ
オ
流
出
事
件
を
（
都
合
の
良
い
）
切
っ
掛
け
と
し
て
、

２
０
１
１
年
８
月
に
、
「
有
識
者
会
議
報
告
書
」
が
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く
過
失
の
漏
洩
も
、
漏
洩
に
限
ら
ず
情
報
収
集
行
為

（
例
え
ば
、
報
道
機
関
に
よ
る
取
材
か
研
究
者
に
よ
る
学
術

調
査
。
）
も
罰
せ
ら
れ
ま
す
。
さ
ら
に
、
漏
洩
や
収
集

の
共
謀
、
そ
そ
の
か
し
、
煽
動
も
処
罰
対
象
で
す
の

で
、
処
罰
さ
れ
る
者
は
秘
密
情
報
を
取
り
扱
う
公
務

員
や
民
間
事
業
者
に
限
ら
ず
、
「
一
般
人
（
も
）
新

た
に
処
罰
対
象
と
す
る
こ
と
と
な
」
り
ま
す
。

■
改
憲
と
表
裏
一
体

■
秘
密
保
全
法
案
の
キ
ー
ワ
ー
ド
そ
の
３

～
重
罰
化

唖
●
一
、
集
２
九
条
実
見
の
こ
に

特
別
秘
密
を
故
意
に
漏
洩
し
た
者
に
は
、
最
高
で

懲
役
ｎ
年
の
刑
罰
が
科
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
、
「
法

定
刑
を
相
当
程
度
重
い
も
の
と
す
る
こ
と
が
必
要
」

と
の
方
針
に
よ
る
重
罰
化
で
す
。
ま
た
、
故
意
で
な

「
適
性
評
価
制
度
」
は
、
公
務
員
に
限
ら
ず
民
間

事
業
者
を
も
含
め
て
、
ま
た
、
海
外
旅
行
歴
や
借
金

な
ど
の
信
用
状
態
、
薬
物
・
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
、

精
神
科
へ
の
通
院
歴
等
々
を
調
査
し
て
、
秘
密
情
報

の
取
扱
者
を
指
定
す
る
制
度
で
す
。

こ
の
調
査
の
対
象
者
は
、
秘
密
情
報
を
取
り
扱
う

可
能
性
の
あ
る
本
人
だ
け
に
止
ま
ら
ず
、
「
対
象
者

の
身
近
に
あ
っ
て
対
象
者
の
行
動
に
影
響
を
与
え
る

者
」
、
例
え
ば
、
配
偶
者
や
両
親
や
友
人
な
ど
に
つ

い
て
ま
で
、
そ
の
人
た
ち
が
知
ら
な
い
間
に
行
わ
れ

ま
す
。
国
民
の
重
要
な
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
情
報
が
、
国

家
に
よ
っ
て
収
集
さ
れ
る
の
で
す
。

■
秘
密
保
全
法
案
の
キ
ー
ワ
ー
ド
そ
の
２

～
「
適
性
評
価
制
度
」

発
表
さ
れ
た
の
で
す
。

こ
の
流
れ
か
ら
見
れ
ば
、
特
別
秘
密
が
、
①
「
国

の
安
全
」
と
い
う
軍
事
機
密
、
②
「
外
交
」
と
い
う

米
軍
の
機
密
、
③
「
公
共
の
安
全
及
び
秩
序
の
維
持
」

と
い
う
「
テ
ロ
」
対
策
等
治
安
警
察
目
的
を
対
象
事

項
と
し
て
い
る
こ
と
は
自
然
で
す
。

２
０
０
８
年
の
名
古
屋
高
等
裁
判
所
判
決
は
、
防

衛
省
が
一
度
は
開
示
を
拒
否
し
た
文
書
を
証
拠
の
一

つ
と
し
て
、
航
空
自
衛
隊
の
イ
ラ
ク
派
遣
が
憲
法
違

反
で
あ
る
と
の
判
断
を
示
し
ま
し
た
。
ま
た
、
「
３
．

Ⅱ
」
で
は
、
Ｓ
Ｐ
Ｅ
Ｅ
Ｄ
Ｉ
情
報
が
、
国
民
に
パ
ニ
ッ

ク
を
惹
き
起
こ
す
と
し
て
秘
匿
さ
れ
、
こ
の
た
め
に

被
曝
し
た
方
が
多
数
発
生
し
ま
し
た
。
今
般
の
参
院

選
に
先
立
っ
て
は
、
成
年
被
後
見
人
に
選
挙
権
を
与

え
な
い
公
職
選
挙
法
は
憲
法
違
反
で
あ
る
と
の
判
決

が
出
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
時
の
政
権
が
憲

法
・
法
令
の
運
用
を
誤
っ
た
例
は
、
枚
挙
に
暇
が
あ

り
ま
せ
ん
。

と
こ
ろ
で
、
「
有
識
者
会
議
報
告
書
」
は
、
秘
密

保
全
法
案
は
、
「
ひ
と
た
び
そ
の
運
用
を
誤
れ
ば
八

国
民
の
重
要
な
権
利
利
益
を
侵
害
す
る
お
そ
れ
が
な

い
と
は
言
え
な
い
」
と
し
て
い
ま
す
。
要
す
る
に
、
「
秘

密
保
全
法
」
は
、
有
識
者
会
議
も
認
め
る
と
お
り
の
、

民
主
主
義
の
前
提
で
あ
る
知
る
権
利
や
取
材
の
自
由

な
ど
「
国
民
Ｄ
重
要
な
権
利
利
益
を
侵
害
す
る
」
法

律
な
の
で
す
。
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日

1８

自
民
党
が
昨
年
４
月
に
公
表
し
た
日
本
国
憲
法
改

正
草
案
９
条
は
、
「
軍
の
機
密
保
持
は
法
律
で
定
め

る
」
と
規
定
し
て
い
ま
す
。
こ
の
規
定
か
ら
も
分
か

る
と
お
り
、
国
家
秘
密
と
は
客
観
的
に
そ
こ
に
あ
る

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
時
の
政
府
が
定
め
て
初

め
て
、
情
報
が
「
秘
密
」
に
な
る
の
で
す
。
「
秘
密
」

と
は
、
時
の
政
府
が
国
民
や
野
党
議
員
に
知
ら
れ
た

く
な
い
情
報
で
す
。
逆
に
言
え
ば
、
国
家
秘
密
を
、

国
民
や
野
党
議
員
が
知
る
こ
と
が
、
政
府
の
誤
っ
た

行
為
を
防
止
し
、
修
正
さ
せ
る
こ
と
に
つ
な
が
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
し
て
、
こ
の
考
え
方
は
、

国
民
は
行
動
を
誤
る
も
の
だ
か
ら
政
府
が
事
前
に
防

止
す
る
、
と
い
う
考
え
方
と
は
逆
の
も
の
で
す
。
憲

法
の
基
本
原
理
で
あ
る
国
民
主
権
の
意
味
が
前
者
で

あ
る
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

秘
密
保
全
法
は
、
日
米
の
安
全
保
障
・
軍
事
協
力

の
強
化
を
狙
い
と
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
改
憲
策
動

と
表
裏
一
体
の
も
の
で
あ
り
、
憲
法
の
基
本
原
則
を

破
壊
す
る
も
の
で
す
。
秘
密
保
全
法
の
動
向
を
注
視

し
て
、
そ
の
上
程
を
許
さ
な
い
こ
と
が
必
要
で
す
。

（
ま
ち
だ
・
し
ん
い
ち
／
弁
護
士
、
み
な
と
・
９
条
の
今
董
手

務
局
長
）


